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小・中学校及び高等学校周辺路上での喫煙禁止について（通知） 

 

 

    師走の候、皆様におかれましては、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より本市のスポーツ推進に御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

  さて昨今、学校近隣にお住まいの方より、野球のユニフォームを着た方々による喫煙の苦情

が市役所に多く届いております。教育施設の敷地内禁煙はもちろんですが、小学校、中学校及

び高等学校の周辺路上も、重点的に受動喫煙を防止するため喫煙を禁止する区域として、

『習志野市条例第２２号習志野市受動喫煙の防止に関する条例』に定められております。 

今後も安定的に学校体育施設開放事業を運営していくためには、近隣住民との良好な関係

が不可欠です。地域に見守ってもらえる事業として、事業を継続できるよう、御協力のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当  習志野市教育委員会 生涯学習部  
生涯スポーツ課 中村  

ＴＥＬ  ０４７－４５３－７３７８ 
ＦＡＸ  ０４７－４５３－９３８４ 
Ｅmail  syosupo@city.narashino.lg.jp 
 



 

習志野市条例第２２号 

習志野市受動喫煙の防止に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、受動喫煙による健康被害を防止し、受動喫煙のないまちづくりを 

推進することにより、市民の健康を守ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(１) たばこ たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条第３号に掲げる製造たばこであって、

同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第３８条第２項に規定する製造たばこ代用品を

いう。 

(２) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（蒸気を含む。以下

同じ。）を発生させることをいう。 

(３) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。 

(４) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。 

(５) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。 

(６) 路上等 市内の道路、公園及び駅前広場をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、受動喫煙の防止に必要な施策を推進するものと

する。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、路上等で喫煙をする際、受動喫煙を生じさせてはならない。 

２ 市民等は、路上等以外の場所で喫煙をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の

状況に配慮しなければならない。 

３ 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が行う受動喫煙の防止に関する施策に協力し

なければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、受動喫煙を生じさせることのないよう、必要な環境の整備に配慮しなければな

らない。 

２ 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が行う受動喫煙の防止に関する施策に協力し

なければならない。 

（重点区域の指定） 

第６条 市長は、重点的に受動喫煙を防止するため喫煙を禁止する区域として、次に掲げる区域

を重点区域として指定することができる。 

(１) 市内の駅周辺の路上等 

(２) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項の保育所、就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項の幼

保連携型認定こども園並びに学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の幼稚園、小学校、
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中学校及び高等学校その他これらに準ずる施設であって児童、生徒等が主として利用するものと

して規則で定めるものの周辺の路上等 

２ 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。 

３ 重点区域の指定、変更及び解除は、規則で定めるところにより、告示してしなければならない。 

（喫煙の禁止） 

第７条 市民等は、重点区域において、喫煙をしてはならない。 

（指導） 

第８条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、必要な指導を行うことができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（他の法令等との関係） 

第１０条 受動喫煙の防止について、法令等によりこの条例の規定による措置と同等以上の措置

を講ずることとなるよう定めている事項については、当該措置に係るこの条例の規定は、適用しな

い。 

（過料） 

第１１条 第６条第１項第１号に掲げる区域であって、市長が重点区域に指定した区域（当該区

域において現に運行している自動車の内部を除く。）において喫煙をした者は、１万円以下の過

料に処する。 

２ 市長は、過料に処するための手続その他の行為を市長の指定する職員に行わせることができ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１月１日から施行する。ただし、第１１条及び附則第３項の規定は、同年

４月１日から施行する。 

（指定たばこに関する経過措置） 

２ たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかで

ないたばことして市長が指定したものについては、当分の間、第６条、第７条及び第１１条の規定

は適用しない。 

（罰則に関する経過措置） 

３ 平成３１年４月１日から同年９月３０日までの間における第１１条第１項の規定の適用について

は、同項中「喫煙をした者」とあるのは、「喫煙をした者で、第８条の規定による指導に従わないも

の」とする。 

 

 


